
小 松 市
災害復旧事業の概要

【ため池】
豪雨災害決壊

【農道】
地震災害陥没

【ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ】
地震災害漏水



■国庫補助制度の根拠法令等
暫定法：農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
負担法：公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
激甚法：激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

１．災害復旧事業の対象施設と災害事例、根拠法令



農 地：耕作の目的に供されている土地で、現に耕作している土地
農業用施設：ため池、頭首工、揚水機、用・排水路、堤防等のかんがい排水施設

農業用道路、橋梁、農地保全施設（関係戸数２戸以上）

２．対象施設等



３．発生から工事着手までの流れ

〇 発災から復旧工事までの流れは以下のとおりです。

異常な天然現象

農地・農業用施設の点検

点検結果を市へ報告

人的被害や重要施設の被害、二次被害の危険
性がある場合は早急に市町村等に連絡

多面的機能支払交付金を
活用した災害復旧

【支援対象】
〇対象組織が活動計画書に位置付けている「保全管理す
る区域内の農用地、水路、農道、ため池」

【支援内容】
〇農地維持活動による「堆積した土砂・流木等の撤去な
どの応急処置が可能」

〇被災した施設の「小規模な被災箇所の補修や復旧等に、
交付金を重点的に活用することが可能」

国補助金災害適用復旧 市単独事業費復旧

※災害復旧については、地元負担金が必要となります。
※被災状況により、復旧工事は災害年度も含め、３年
程度必要な場合もあります。

〇 農地及び農業用施設の災害復旧事業には、適用除外となる場合があります。
・異常な天然気象によらないもの。
・被災の事実はあるが、当年災害によらないもの。
・経済効果の小さいもの。
・維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたもの。
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･･･ 改良区、生産組合等対応箇所

･･･ 市対応箇所



４．災害復旧事業の対象となる災害

○ 災害とは「異常な天然現象」により生じたもので、主な現象の事例は以下の
とおりです。


